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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
特に、採掘現場及び／又はトンネル掘削現場に使用するため、一方の端部にドリルヘッド
（２）を設け、反対側の端部に掛合手段（３）を設けた管素子（１）を具え、内部に少な
くとも部分的にモルタル物質（４）を充填し、ドリルヘッド（２）の領域に設けた少なく
とも１個の流出開口（５）から拡散させることができる管アンカーにおいて、前記モルタ
ル物質（４）をほぼ円筒形の収容手段（７）内に配置し、収容手段（７）の打込み方向側
とは反対側の端部領域に開放後にモルタル物質（４）が流出できる少なくとも１個の通過
孔（１１）を設け、この通過孔（１１）を少なくとも１個の通過チャンネル（１２）を介
して流出出口（５）に接続し、また前記ドリルヘッド（２）をドリルクラウンとして構成
し、このドリルクラウンの内径を最大でも収容手段（７）の内法寸法に対応する寸法にし
たことを特徴とする管アンカー。
【請求項２】
前記収容手段（７）の両側の端部領域に、管素子（１）の長さに沿って移動可能なピスト
ン（８，９）を閉塞し、打込み方向（Ｓ）とは反対側に配置したピストン（９）に対して
打込み方向とは反対側に隣接して通過孔（１１）を設けたピストン（９）のための収容領
域（６）を設け、前記通過孔（１１）を前記収容領域（６）の遊端から距離（ａ）の位置
に設け、この距離（ａ）を少なくともピストン（９）の管素子（１）の長さに沿って延在
する長さ（ｌ）に対応する長さとした請求項１記載の管アンカー。
【請求項３】
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ドリルヘッド（２）の外径を管素子（１）の最大直径よりも大きくした請求項１又は２記
載の管アンカー。
【請求項４】
収容手段（７）の外径を管素子（１）の内径よりも小さくした請求項１乃至３のうちのい
ずれか一項に記載の管アンカー。
【請求項５】
収容手段（７）と管素子（１）との間の隙間により通過チャンネル（１２）を構成した請
求項４記載の管アンカー。
【請求項６】
通過チャンネル（１２）を螺旋状に延在する隙間により構成した請求項５記載の管アンカ
ー。
【請求項７】
前記モルタル物質（４）を収容手段（７）に収容するチューブ状の袋体（１３）を設けた
請求項１乃至６のうちのいずれか一項に記載の管アンカー。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、特に、採掘現場及び／又はトンネル掘削現場に使用するため、一方の端部にド
リルヘッドを設け、反対側の端部に掛合手段を設けた管素子を具え、内部に少なくとも部
分的にモルタル物質を充填し、ドリルヘッドの領域に設けた少なくとも１個の流出開口か
ら拡散させることができる管アンカーに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
このような管アンカーは既知である。主に山岳用アンカーとして、トンネル、坑道等の空
洞の壁を安定化するのに使用され、壁に直交する方向に隣接する岩盤層相互を固定し、多
くの場合、空洞を構築する結果壁面の近傍における機械的耐荷重支持能力が損なわれた岩
肌よりも一層深いところにある損なわれていない岩盤に固定する。上述の管アンカーは、
例えば、米国特許第４，０５５，０５１号に記載されており、一方の端部にドリルヘッド
を設け、反対側の端部に掛合手段を設けた管素子を具える。この既知の管アンカーの内部
にはモルタル物質を充填する。ドリルヘッドには少なくとも１個の流出チャンネルを設け
る。この既知の管アンカーの据え付け作業は２段階で行う。第１段階では例えば、削孔装
置を使用して管アンカーにより基礎、特に、岩に削孔する。管アンカーのドリルヘッドに
より削孔方向側の端部で掘削されまた破砕された岩石は、ドリルヘッドに設けた流出開口
及び孔壁と管アンカーの周面との間の空間に排出される。第２段階で打込み方向とは反対
側の端部に設けたピストンを打込み方向に押し込み、これにより、管アンカー内部に存在
するモルタル物質を流出開口を経て管アンカーから孔に押し出す。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、この既知の管アンカーには２段階の作業を必要とし、また特別な据え付け装置を
必要とし、この結果、据え付けのサイクルが長くなるという欠点がある。
【０００４】
更に、削孔作業の際に、岩石を管アンカーの横断面全体で掘削して破砕しなければならな
ず、このことは掘削効率並びに据え付け時間に悪影響を及ぼす。
【０００５】
従って、本発明の目的は、通常市販されている削孔装置を使用して作業を行うことができ
る管アンカーを得るにある。
【０００６】
この目的を達成するため、本発明管アンカーは、前記モルタル物質をほぼ円筒形の収容手
段内に配置し、この収容手段の打込み方向側とは反対側の端部領域に開放後にモルタル物
質が流出できる少なくとも１個の通過孔を設け、この通過孔を少なくとも１個の通過チャ
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ンネルを介して流出出口に接続し、また前記ドリルヘッドをドリルクラウンとして構成し
、このドリルクラウンの内径を最大でも収容手段の内法寸法に対応する寸法にしたことを
特徴とする。
【０００７】
ドリルヘッドを、内径が最大でも収容手段の内法に対応する寸法としたドリルクラウン即
ち、環状ドリルとして構成したことにより、削孔作業で生ずるくり抜き芯はほぼ円筒形の
収容手段に収容される。本発明による管アンカーの内部には少なくとも部分的にモルタル
物質を充填しているため、モルタル物質にはくり抜き芯によって圧力を受ける。この圧力
はモルタル物質のための通過孔を開放するのに利用される。例えば、十分高い圧力によっ
てモルタル物質のための通過孔を露出することになる開口によって構成する。通過孔に連
通する通過チャンネルにより収容手段内の圧力が利用され、ドリルヘッドの領域に設けた
通過チャンネルに連通する流出開口からモルタル物質は流出する。管アンカー、特に、ド
リルヘッドの回転運動によって、ドリルヘッドの領域のモルタル物質は削孔屑と混ぜ合わ
され、場合によっては互いに攪拌され、孔壁と管アンカーの周面との間の空間に搬送され
る。更に、収容手段により管素子を限定期間内の保存が効くモルタル物質によって分割し
ておくことができる。孔のくり抜き芯の圧力によってモルタル物質が圧縮されるため、本
発明管アンカーは市販のドリル装置を使用することができ、他の補助手段又は作業段階を
必要としなくなる。
【０００８】
前記収容手段の両側の端部領域には、管素子の長さに沿って移動可能なピストンを閉塞し
、打込み方向とは反対側に配置したピストンに対して打込み方向とは反対側に隣接して通
過孔を設けたピストンのための収容領域を設け、前記通過孔を前記収容領域の遊端から距
離の位置に設け、この距離を少なくともピストンの管素子の長さに沿って延在する長さに
対応する長さとすると好適である。管素子の長さ内で移動可能なピストン間に位置するモ
ルタル物質は、収容手段内に打込み方向とは反対方向に進入するくり抜き芯の圧力によっ
て移動する。収容手段内にピストンのための収容領域を設けたため、打込み方向側の端部
領域に配置したピストンも打込み方向とは反対方向に移動し、通過孔を露出させる。シー
ルしたピストンを使用することによって、くり抜き芯の十分高い圧力によりいかなる状況
でも通過孔の露出が保証される。この連行構造の製造は経済的であり、通過孔を露出させ
る複雑な機構の組み立ては不要になる。
【０００９】
ドリルヘッドの外径を管素子の最大直径よりも大きくすると、モルタル物質と混ぜ合わさ
れる削孔屑を収容する環状の隙間を確実に掘削することができる。
【００１０】
本発明の好適な実施例によれば、収容手段の外径を管素子の内径よりも小さくし、これに
よれば、管素子の内部に挿入することができるようになる。
【００１１】
本発明の他の好適な実施例によれば、収容手段と管素子との間の隙間により通過チャンネ
ルを構成する。金属板の転造による管素子の製造の際に、管素子の内壁の隙間を形成する
。これにより、管素子を安価に製造することができる。
【００１２】
本発明の更に他の実施例によれば、通過チャンネルを螺旋状に延在する隙間により構成す
ると好適であり、このようにすると管素子を製造する通常の転造工程を使用することがで
きる。
【００１３】
更に本発明の実施例によれば、前記モルタル物質を収容手段に収容するチューブ状の袋体
を設けると好適であり、この構成によれば、収容手段内へのモルタル物質の充填が容易に
なり、本発明管素子の取り扱いが簡単になる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
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次に図面につき本発明の好適な実施例を説明する。
図１及び図２には、収容手段７の内部にモルタル物質４を設けた円筒形管素子１を有する
本発明管アンカーを示す。この管素子１には、打込み方向側の端部にドリルヘッド２を設
け、反対側の端部の外面に刻み目として構成した掛合手段３を設ける。
【００１５】
例えば、金属により構成した管素子１の打込み方向側の端部に１個又はそれ以上の流出開
口５を設け、又管素子の全長にわたり外面に刻み目を設ける。この刻み目は転造によって
形成することができる。
【００１６】
ドリルクラウンとして構成したドリルヘッド２には、円錐形形状の尖端と、中心孔１６と
を設け、また管素子１に差し込む。円錐形形状の側面に研磨素子１４、特に、硬質金属を
装着する。削孔屑を収容するため、ドリルヘッド２の外径を管素子１の直径よりも大きく
する。ドリルヘッド２の内径は管素子１の内径よりも小さくし、また収容手段７の内径よ
りも小さくする。
【００１７】
例えば合成材料により構成した円筒形状の収容手段７の両側の端部には、管素子１の長さ
に沿って移動自在のピストン８，９を閉塞する。打込み方向Ｓとは反対側のピストン９に
隣接してピストン９のための通過孔１１を有する収容領域６を設ける。通過孔１１は収容
領域６の遊端から距離ａの位置に設け、この距離はピストン９の管素子１の長さに沿う長
さｌに相当するものとする。モルタル物質４は例えば、チューブ状の袋体１３に詰めてお
くことができる。
【００１８】
特に、図２に示す据え付け作業の際に、管アンカーは例えば、図示しない削孔装置により
回転運動及び軸線方向の送りを付与される。ドリルヘッド２によって管素子１を収容する
ための円形形状の切り込みが基礎１５に形成される。ドリルヘッド２の中心孔１６にはく
り抜き芯１７が存在し、管素子１の内部に進行し、打込み方向Ｓ側に配置したピストン８
に対して打込み方向Ｓとは反対方向に圧力を加える。収容手段７の内部に配置したモルタ
ル物質４を介してこの圧力は打込み方向Ｓとは反対側のピストン９を連行する。これによ
り、打込み方向Ｓとは反対側のピストン９は打込み方向Ｓとは反対方向に移動し、収容領
域６の全行程を移動し、モルタル物質４のための通過孔１１が露出する。このときモルタ
ル物質４は打込み方向側のピストン８によって一層圧力を加えられ、図２から明らかなよ
うに、ピストン９から解放された通過チャンネル１２を経て流出開口５に達して、管アン
カーの回転により、特に、ドリルヘッド２の回転によって削孔屑と混ぜ合わされる。削孔
屑と混ぜ合わされたモルタル物質４は圧力によって孔の壁と管素子の外面との間の空間内
に一様に分布する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による管アンカーの打込み前の状態の縦断面図である。
【図２】　図１の管アンカーの打込み中の縦断面図である。
【符号の説明】
1　管素子
2　ドリルヘッド
3　掛合手段
4　モルタル物質
5　流出開口
6　収容領域
7　収容手段
8　ピストン
9　ピストン
11　通過孔
12　通過チャンネル
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13　袋体
14　研磨素子
15　基礎
16　中心孔
17　くり抜き芯

【図１】 【図２】
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